
水道管の凍結防止について

養老町地域公共交通計画に対して皆さまのご意見をお聞かせください

マイナ保険証を基本とする仕組みへ

南濃衛生施設利用事務組合の職員を募集します

　冬になると屋外の蛇口や水道管が凍結することで水が出なくなったり、破裂・ひび割れなどにより修繕が必要となるこ
とがあります。下記のことに注意し、水道管の凍結や破裂を防ぎましょう。
○凍結を防ぐには
　屋外の露出している水道管（水道本管からメーターまでの取出管を含む）や蛇口に保温材などを巻き付け、直接冷たい
空気が当たらないようにしてください。
○凍って水が出ないときは
　凍った部分をタオルなどで包み、その上からぬるま湯をかけてください。直接、熱湯をかけると破裂することがあります。
○破裂したときは
　まず、止水栓（メーターボックス内）を閉め、養老町指定給水装置工事事業者（QRコード参照）に修繕を依頼してください。

水道課　☎32-5082

建設課　☎32-5081

住民環境課　☎32-1104

採用予定日

受験資格

試験案内
請求方法

申込方法

受付期間

試験日程

採用予定人数令和７年４月１日

平成３年４月２日以降に生まれた人
（試験区分は、大学卒程度・短大卒程度・高校卒程度です）

試験案内および申込書は、組合ホームページ（https://n-kumiai.com/）からダウンロードできます。
申込書の交付を希望される場合は、組合あてお問い合わせください。

試験申込書に必要事項を記入のうえ、組合へ持参または郵送にて提出してください。

１月６日（月）～ 23日 ( 木 )　※当日消印有効
（土・日曜日、祝日を除く　８時 30分～ 17時 15分）

＜第１次試験＞２月９日（日）
＜第２次試験＞２月下旬予定※第１次試験合格者に対し、合格発表の際にお知らせします。

若干名

南濃衛生施設利用事務組合　清掃センター（養老ドリームパーク）　
〒503-1277　養老町有尾730番地　☎37-2023

町
民
文
芸

町
民
文
芸

◆
ま
ほ
ろ
ば
短
歌
会

秋
風
に
「
小
さ
い
秋
」
を
探
し
つ
つ
牧
田
川
沿
い
妻
の
手
取
り
て
　
　
　
　
　
大
橋
正
典

玉
葱
を
セ
ル
ト
レ
イ
に
二
度
目
ま
く
リ
キ
タ
ス
と
液
肥
か
け
て
も
そ
だ
た
ぬ
　
村
上
や
す
子

老
境
は
愉
か
苦
か
い
ず
れ
ぞ
銀
色
の
楽
譜
の
よ
う
な
微
吹
き
初
む
　
　
　
　
　
河
村
紀
年

己
が
影
捕
ま
へ
ら
れ
ぬ
と
泣
く
を
さ
な
や
さ
し
く
守
（
も
）
り
て
嫁
に
伝
へ
む
　
　
　
　
　
山
本
重
孝

久
々
に
八
十
路
迎
え
て
同
窓
会
今
日
を
生
か
さ
れ
幸
せ
思
う
　
　
　
　
　
　
　
　
清
水
康
子

朝
夕
に
深
く
入
り
込
む
息
ご
こ
ち
里
の
清
し
さ
生
を
覚
ゆ
る
　
　
　
　
　
　
　
大
橋
二
美

美
し
き
風
う
る
わ
し
き
霜
月
の
揺
れ
る
花
影
な
ん
と
い
う
ら
ん
　
　
　
　
　
　
竹
田
義
秋

短
歌
を
一
緒
に
勉
強
し
た
い
と
希
望
さ
れ
る
人
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

連
絡
先
　
大
橋
正
典
　
☎
０
９
０

－

１
４
１
５

－

２
３
８
７

養老警察署　☎34-0110

110番の適正利用！
　110 番は、事件や事故が発生したときのための緊急通報専
用の電話です。
　令和６年１月から 10月までの累計 110 番受信件数は
136,373 件ありましたが、そのうちいたずらなどの非有効件
数は 24,903 件（約 18％）でした。いたずら電話をすると、
他の大事な 110 番が繋がらなくなります。緊急以外の困り
ごとなどの相談は、最寄りの警察署か交番または警察安全相
談ダイヤル「♯9110」におかけください。

　次の 110 番は、耳や言葉の不自由な人など、電話によ
る 110 番通報が困難な人のためのものです。
　■ＦＡＸ110番：058-273-9901
　■110番アプリシステム：
　　
http://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/110/app/

スマイルカードについてのお知らせ

養老カード振興会（町商工会内）　☎32-0549

　地域の皆さまには、日頃より養老スマイルカードをご利用いただきありがとうございます。この度、養老スマイルカード
は令和６年 10月末をもちましてポイントの付与業務を終了いたしました。
　満点カードの使用は３月 20日（木）にて終了いたしますので、それまでに加盟店と利用店での買い物時に 500 円の商品券
としてご使用ください。

　「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づき、今後の町公共交通に関する取り組みを具体的に進めていくた
めに「養老町地域公共交通会議」を開催し、様々な角度からご意見をいただきながら検討してきました。
　今回は、より広く町民の皆さまからご意見をいただくため、計画の素案を公表し、パブリックコメントを実施します。

【案件の名称】　　　　　養老町地域公共交通計画（案）
【意見の募集期間】　　　１月 24日（金）まで
【意見を提出できる人】　本町に在住、在勤、在学の人など
【意見の提出方法】
（１）窓口への持参　（２）郵送　（３）FAX　（４）電子メール
※郵送の場合は、募集期間の末日までの消印のものを有効とします。
住所、氏名または名称（法人や団体の場合は代表者名も明記）、電話番号は必ず記載してください。指定の様式はなく、様
式は任意ですが、参考様式をホームページに掲載しています。
※意見を提出された人の住所・氏名・名称・代表者名は公表しません。

詳細は、町ホームページまたは建設課窓口において閲覧できます。

　昨年 12月から現行の保険証は発行されなくなりました。（現在お手持ちの保険証は引き続き、７月末の
有効期限までは引き続き利用可能です。※令和６年 12月以降に 70歳の誕生日を迎える人など有効期限が
異なる場合があります）
マイナ保険証の利用方法などについては住民環境課へお問い合わせいただくか、政府広報「マイナ保険証
　マイナ保険証を基本とする仕組みへ」（https://www.gov-online.go.jp/）をご覧ください。

給水・下水道　指定事業者一覧
（町ホームページ）
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